
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  事業承継円滑化対策 

Ｑ：平成21年度の税制改正では、自社株の

納税猶予を含めた事業承継対策が進められる

とか。どのようになるのですか？  

 

Ａ：相続税の納税猶予のほかに、遺留分減

殺請求の見直し、事業承継に伴う金融支援制

度の創設などが行なわれます。 

【解説】 

平成21年度の税制改正では、取引相場のな

い株式等に係る相続税の納税猶予制度が創設

され、課税価格の80%に対応する相続税の納税

猶予が行なわれることが、今年度の税制改正

において明らかにされています。 

これは、中小企業が抱える事業承継を支援

するものですが、このほかにも、民法の特例

及び金融支援策が取られることになっていま

す。 

概要は、次のとおりです。 

①  民法の特例 

一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利

者全員との合意及び所要の手続きを経ること

を前提に、次の民法の適用を受けることがで

きる。 

・ 生前贈与株式を遺留分の対象から除外 

・ 生前贈与株式の評価額を予め固定 

②  金融支援策 

経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調

達を支援するため、一定の中小企業者及び代

表者に対して次の特例が設けられる。 

・ 中小企業信用保険法の特例 

・ 日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融

公庫法の特例 
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